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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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鉄道事故調査報告書 

 

鉄道事業者名：秋田内陸縦貫鉄道株式会社   

事 故 種 類：踏切障害事故  

発 生 日 時：令和元年６月１日 ６時０２分ごろ 

発 生 場 所：秋田県仙北
せんぼく

市 

秋田内陸線 羽後
う ご

長戸
な が と

呂
ろ

駅～八津
や つ

駅間（単線） 

鎌足
かまたり

踏切道（第４種踏切道：踏切遮断機及び踏切警報機なし） 

鷹巣
たかのす

駅起点８１ｋ９３１ｍ付近 

 

令和２年１月２０日 

運輸安全委員会（鉄道部会）議決 

委 員 長  武 田 展 雄 

委   員  奥 村 文 直（部会長） 

委   員  石 田 弘 明 

  委   員  柿 嶋 美 子 

委   員  鈴 木 美 緒 

委   員  新 妻 実保子 

 

１ 調査の経過 

1.1 事故の概要 秋田内陸縦貫鉄道株式会社の秋田内陸線阿仁合
あ に あ い

駅発角館
かくのだて

駅行きの下り第

２０１Ｄ列車の運転士は、令和元年６月１日（土）、羽後長戸呂駅～八津駅間を速

度約８０km/hで走行中、鎌足踏切道（第４種踏切道）の約１５０ｍ手前で、同踏切

道に停滞している農業機械（田植機）を認め、直ちに気笛を吹鳴するとともに非常

ブレーキを使用したが、列車は農業機械に乗っていた通行者と衝突した。 

この事故により、同通行者が死亡した。 

1.2 調査の概要 本事故は、鉄道事故等報告規則（昭和６２年運輸省令第８号）第３条第１項第４

号に規定する「踏切障害事故」に該当し、かつ、運輸安全委員会設置法施行規則

（平成１３年国土交通省令第１２４号）第１条第２号ハに規定する‘踏切遮断機

が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの’

に該当するものであることから、調査対象となった。 

運輸安全委員会は、令和元年６月１日、本事故の調査を担当する主管調査官ほ

か１名の鉄道事故調査官を指名した。 

東北運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場等に派遣した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

２ 事実情報 

2.1 運行の経過 (1) 列車の概要 

秋田内陸線 阿仁合駅発 角館駅行き 

下り第２０１Ｄ列車 １両編成 ワンマン運転 

(2) 運行の経過 

秋田内陸縦貫鉄道株式会社（以下「同社」という。）の下り第２０１Ｄ列車

（以下「本件列車」という。）の運転士（以下「本件運転士」という。）の口述

によると、本件列車の運行の経過は、概略次のとおりであった。 

本件列車は、羽後長戸呂駅（鷹巣駅起点７７ｋ８５０ｍ、以下「鷹巣駅起
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点」は省略する。）を定刻（５時５８分）に出発した。出発後、力行
りきこう

運転で速

度約８３km/hまで加速した後、惰行運転に切り替え、異状なく運行していた。

鎌足踏切道（８１ｋ９３１ｍ、以下「本件踏切」という。）の約１５０ｍ手

前を速度約８０km/hで走行中、本件踏切の左レール付近（以下、前後左右は

列車の進行方向を基準とする。）に、右側を向いて停滞している白い農業機

械（田植機、以下「本件農機」という。）を認めたため、直ちに気笛を吹鳴す

るとともに、非常ブレーキを使用した。 

非常ブレーキを使用した後、本件農機を見ると、左側から進入した状態で、

先頭部分が線路の中央辺りで停止していたが、本件踏切内で脱輪して傾いて

いるようには見えなかった。本件農機には人（以下「本件通行者」という。）

が乗っており、運転操作をしているように見えた。しかし、本件農機は動か

ず、本件列車が本件踏切の約７０～８０ｍ手前に到達した付近で、本件通行

者の動きが止まった状態となり、その後、本件列車と本件通行者が衝突した。 

本件農機を認めて最初に気笛を吹鳴した後、断続的に気笛を吹鳴したが、

本件通行者が本件列車の方を見たかどうかはわからない。 

本件列車が停止した後、列車無線を使用して、運転指令に踏切事故が発生

したことを報告した。その後、本件列車を降り、事故の状況を確認したとこ

ろ、本件踏切の進行方向左側の八津駅方に、本件通行者が倒れ、本件農機が

横転していることを認めた。 

なお、列車停止後すぐに、時刻を確認すると、６時０２分であった。 

運転席を離れる際、保安ブレーキを使用し、転動防止手配（ブレーキ弁ハ

ンドルを抜き取り位置にして携帯すること、及び手歯止め等を施行するこ

と）を行わずに、事故現場に向かった。 

(3) 運転状況の記録 

本件列車には、運転状況を記録する装置は設置されていない。 

2.2 人の死亡、負

傷の状況 

死亡：１名（本件通行者 男性 ８０歳） 負傷：なし 

（本件列車：乗客１名、運転士１名が乗車） 

2.3 鉄道施設等の

概要 

(1) 本件踏切の概要 

同社から提出された平成２６年度の踏切道実態調査表等によると、本件踏切

の概要は次のとおりであった。 

① 踏切長 ６.０ｍ 

② 踏切幅員 １.８ｍ 

③ 踏切交角 ９０° 

④ 道路勾配 列車から見て左 ０／１００（勾配なし） 

⑤ 踏切見通距離*1 

列車（羽後長戸呂駅方）から踏切 １７０ｍ 

⑥ 列車見通距離*2 

本件通行者進入側から列車（羽後長戸呂駅方）  ２００ｍ 

⑦ 踏切の舗装 木 

⑧ 道路交通量*3 

三輪以上の自動車     ０台／日 

                                                                                             
*1  「踏切見通距離」とは、（列車から）列車の運転席より当該軌道の踏切道を見通し得る最大距離をいう。 

*2  「列車見通距離」とは、踏切道と線路の交点から踏切道外方の道路中心線上５ｍ地点における１.２ｍの高さにおい

て見通すことができる列車の位置を、踏切道の中心線から列車までの距離で表したものをいう。 

*3  「道路交通量」について、小型特殊自動車は「三輪以上の自動車」に含まれる。また、原動機付自転車は「二輪」に、

自転車は「軽車両」にそれぞれ含まれる。なお、本件農機は、自動車関係法令における自動車に該当しない。 
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二輪           ０台／日 

軽車両          ３台／日 

歩行者          ６人／日 

⑨ 交通規制  

‘二輪の自動車以外の自動車通行止め’（二輪、小型特殊自動車を除

く）を表す規制標識が設置されていた。 

⑩ 鉄道交通量 ２０本／日（１時間最大３本） 

⑪ 事故歴 

本事故発生前、過去３０年間なし 

本件踏切の本件通行者進入側には、八津駅方に杭
くい

が設置されていた。また、

線路に沿った東側の道路の羽後長戸呂駅方に規制標識が設置されていた。 

本件通行者進出側には踏切注意柵、規制標識が設置されていた。 

（図１及び図２ 参照） 

 

  
※この図は、事故調査時点の状況を基に、主な設備及び標識等の線路、道路に対する大まかな配

置を示した略図であり、正確な縮尺、大小・位置関係にはなっていない。 

 

図１ 本件踏切略図 
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図２ 本件踏切の状況（本件通行者進入側から撮影） 

 

(2) 本件踏切の整備状況 

 同社によると、本件踏切は、年に２回線路を巡視している。本事故発生前直

近では、平成３１年４月に実施しており、本件踏切の軌道施設に異常等を示す

記録はなかった。しかし、踏切注意柵（黄色と黒色の縞模様）及び杭（黄色）

の塗色は薄くなっていた。 

(3) 事故現場付近の線形等 

本件踏切付近の線形は、８１ｋ４６５ｍ～８１ｋ８５４ｍが半径１,０００ｍ

の右曲線、８１ｋ８５４ｍ～８２ｋ４６４ｍが直線であり、８１ｋ５４５ｍ～

８２ｋ０３７ｍは１１‰の下り勾配である。 

なお、本件踏切付近の列車最高速度は、同社の運転実施基準に８５km/hと定

められている。 

(4) 気笛吹鳴標識の設置状況 

本件踏切に対する気笛吹鳴標識は設置されていなかった。 

(5) 本件踏切と接続する道路の概要 

本件踏切に接続している道路は仙北市が管理している里道（道路法が適用さ

れない道路）である。本件通行者進入側及び進出側はともに道幅が約１.８ｍ

で、舗装されていない。道路の勾配については、本件通行者進入側は平坦であ

り、進出側は本件踏切に向かって上り勾配である。本件通行者進入側の道路は

本件踏切を背に進むと、線路に沿った道幅約２ｍの道路と接続（軌道中心から

本件通行者進入側道路端部まで約７ｍ）しており、その先には農地（水田）が

ある。2.5(2)に後述するように、本件通行者は本件踏切の八津駅方の農地にお

いて本件農機を使用していたことから、図１のＡ側から本件踏切に接近したと

考えられる。図１のＡ側から本件通行者が本件踏切に接近すると、本件踏切と

接続する里道と交差する箇所までは上り勾配であること及び雑草が繁茂して

いることから、本件踏切入口付近に近づくまで、羽後長戸呂駅方に列車が見え

る方向の線路の様子は見通すことができなかった。 
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本件通行者進出側の道路は、本件踏切を背に約４０ｍ進むと市道八津鎌足線

に接続している。 

（図３及び図５ 参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のＡ側からの見通し状況 

 

   

     

 

図３ 図１のＡ側からの見通し状況（本件踏切の約１０ｍ手前から撮影） 

 

(6) 本件踏切の見通し状況に関する情報 

① 列車から本件踏切の見通し状況 

下り列車からの本件踏切の見通し状況については、(1)に記述したとおり

踏切見通距離１７０ｍであり、本件踏切の１７０ｍ手前の位置から確認した

ところ、本件踏切を視認することができた。 

② 通行者から列車の見通し状況 

本件踏切における本件通行者進入側からの下り列車の見通し状況につい

ては、(1)に記述したとおり列車見通距離２００ｍであり、本件踏切の付近

（軌道中心から約３ｍの位置）から確認したところ、通行者の視界を遮るよ

うな障害物は認められなかった。（図４ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 本件通行者進入側からの列車の見通し 
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(7) 本件踏切の周辺にある踏切道の概要 

本件踏切の羽後長戸呂駅方には、本件踏切から約３,３３３ｍの位置に下田

踏切道（第１種踏切道）がある。また、八津駅方には、松の村踏切道（第４種

踏切道）、八津踏切道（第１種踏切道）があり、各踏切道の概要は、表１のとお

りである。 

秋田内陸線の線路西側の市道八津鎌足線沿いに民家及び農地があり、線路東

側の桧
ひの

木
き

内川
ないがわ

と線路の間には農地がある。また、線路と桧木内川の間には、本

件踏切、松の村踏切道及び八津踏切道を接続する道がない。したがって、市道

八津鎌足線から、線路と桧木内川の間にある本件踏切付近の農地に行くために

は、本件踏切を通行する必要がある。 

（図５ 参照） 

 

表１ 本件踏切の周辺にある踏切道の概要 

踏切道名 松の村 八津 

キロ程 ８２ｋ５１５ｍ ８２ｋ７９７ｍ 

種別 第４種 第１種 

本件踏切との距離 約５８４ｍ 約８６６ｍ 

踏切幅員 １.８ｍ ９.５ｍ 

踏切長 ６.０ｍ ６.２ｍ 

踏切道の舗装 木 コンクリートブロック 

道路種別 その他道 市道 

道路交通量 

（三輪以上の自動車） 

（二輪） 

（軽車両） 

（歩行者） 

 

０台/日 

０台/日 

２台/日 

１０人/日 

 

２３０台/日 

２０台/日 

３０台/日 

５２人/日 

交通規制 二輪自動車、農耕用車

両、軽自動車以外の自

動車の通行禁止 

なし 

※ 同社から提出された平成２６年度の踏切道実態調査表による。 
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※この図は、国土地理院の地理院地図（電子国土Web）を使用して作成 

 図５ 事故現場周辺図  

 

(8) 鉄道車両の概要 

車種    内燃動車（ＡＮ８８００型） 

記号番号  ８８０６号車 

車両重量  ２９.８ｔ（空車時） 

車両長   １８,５００mm 

車両幅    ２,９９８mm 

本事故発生前直近の検査記録に、異常は認められなかった。 

(9) 本件農機の状況 

本件農機は、三輪駆動の田植機であり、全長２,５８０mm、全幅１,４３０mm、

全高１,４９０mm、重量３８１kgである。本件農機は一般道路を走行できる仕

様にはなっておらず、取扱説明書には、‘一般道路での自走禁止’と記載され

ている。（図６ 参照） 

事故発生後に仙北警察署が本件農機の変速レバーの状態を確認したところ、

本件農機が動かない位置にあった。 
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図６ 本件農機と同型式の農業機械（カタログより抜粋） 

2.4 鉄道施設等の

損傷状況 

(1) 鉄道施設 

本件通行者進入側の八津駅方に設置されている杭に本件農機と衝突したこ

とによるものとみられる損傷が認められた。（図７ 参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 杭の損傷状況 

 

(2) 鉄道車両 

車体前面左下の後部標識灯の割損、スカート損傷等、車体前面左下部から車

体左側面にかけて損傷が認められた。また、床下機器に泥が付着しており、燃

料タンク付近に本件農機のものとみられる油が付着していた。（図８ 参照） 
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図８ 車両の損傷状況 

 

(3) 本件農機  

本件踏切の八津駅方左側に横転し、本件農機本体の前方部が破損していた。 

2.5 乗務員等に関

する情報 

(1) 本件運転士 男性 ５５歳 

甲種内燃車運転免許   昭和６３年１２月１３日 

(2) 本件通行者 男性 ８０歳 

  中型１種（８ｔ限定）、大型自動二輪免許 

   免許の条件等：眼鏡等 

仙北警察署によると、アルコールについては酒気帯び運転規定数値以上のア

ルコールは検出されなかった。 

本件通行者の親族によると、本件通行者に関する情報は次のとおりであっ

た。 

本件通行者は本件踏切の周辺に居住し、線路と桧木内川の間に所有する農

地において本件農機を使用する農作業があるときに、本件踏切を本件農機で

通行していた。本事故発生当日の朝、本件通行者が家から出掛けた時刻はわ

からないが、私（親族）が本件踏切より八津駅方にある農地（市道八津鎌足

線と線路の間）で農作業を行っているときに、本件通行者が線路の反対側（本

件踏切よりも八津駅方で、線路と桧木内川の間）で本件農機を使用している

のが見えたので、農作業に出掛けたことがわかった。その後、しばらくして、

本件踏切の方から何かが衝突したような大きな音が聞こえた。 

本件通行者の目や耳について、日常生活に支障はなかった。体調について

も、いつもと変わったことはなかった。本件農機は３年前に中古を譲り受け

て、本件通行者が使用していた。 

2.6 気象 晴れ 

2.7 その他の情報 (1) 列車の停止位置 

本件列車の停止位置は、８２ｋ０３１ｍ付近（本件踏切から約１００ｍ八津

駅方）であった。 
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(2) 羽後長戸呂駅出発から本件踏切に到達するまでの所要時間に関する情報 

同社の定めた運転曲線*4に従い運転すると、羽後長戸呂駅を出発してから本

件踏切に到達するまでに要する時間は約３分３０秒であった。 

(3) 本件踏切の協議状況 

同社によると、道路管理者である仙北市との間で廃止又は踏切保安設備の整

備に関する協議は行われていなかった。 

(4) 運転取扱いに関する情報 

列車が事故等のために停止し、運転士がやむを得ず運転席を離れるときの取

扱いについて、同社の「運転実施基準」に以下のとおり定められている。 

（転動防止） 

第２６８条 運転士は、事故等のため停止し、止むを得ず運転室を離れるとき

は、ブレーキを緊締したのち、鎖
原文

錠
ママ

を行い、ブレーキ弁ハンドルを抜き取り、

これを携帯しなければならない。この場合、必要に応じて手歯止めを使用する

等、転動防止の手配をしなければならない。 

また、運転事故が発生した場合の取扱いについては、「異常時運転取扱い手引
原文ママ

（運転士）」に以下のとおり定められている。 

  １ 運転事故が発生した場合（異常や危険を感じたとき） 

    第１段階・・・・・・ちゅうちょせず列車を止める。 

     ・気笛合図（短急数声・・・・・・・・・長緩一声      ） 

     ・非常ブレーキ 

    第２段階・・・・・・併発事故を防止する。 

     ・転動防止手配（「手歯止め使用中」札掲出） 

     ・携帯用信号炎管の設置 

     ・車両用信号炎管点火 

    第３段階～第４段階 （略） 

(5) 本件運転士の教育訓練に関する情報 

  同社では、運転士（本件運転士を含む。）に対する教育訓練は、毎月１回、机

上及び現車により実施している。本事故発生前直近１年間に行われた教育訓練

のうち、踏切事故が発生した場合の運転士の取扱い（列車防護、転動防止措置

など）については、本件運転士に対して平成３０年９月に実施していた。 

 

３ 分析 

(1) 本件列車と本件通行者が衝突したことに関する分析 

2.1(2)に記述した本件運転士の口述及び2.4(2)に記述した車両の損傷状況から、本件通行者は、

本件踏切の左側から進入し、本件列車の車体前面下部と衝突したものと推定される。 

また、 

① 2.1(2)に記述したように、本件運転士が列車停止後に確認した時刻は６時０２分であったこ

と、 

② 2.1(2)に記述したように、本件列車は、羽後長戸呂駅を定刻（５時５８分４５秒）に出発し

ており、2.7(2)に記述したように、羽後長戸呂駅から本件踏切までの所要時間は約３分３０秒

であること 

から、本事故の発生時刻は６時０２分ごろであったと考えられる。 

(2) 本件通行者が本件踏切に停滞していたことに関する分析 

2.1(2)に記述したように、本件列車が接近する状況において、本件運転士が本件農機を認めたと
                                                                                             
*4 「運転曲線」とは、列車の位置、速度、走行時間の状況を示す曲線をいう。 
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きには、本件通行者は本件踏切に停滞していた。このとき、本件運転士は、数回にわたり気笛を吹

鳴したものの、本件通行者は運転操作をしているように見えたと口述していることから、本件通行

者が本件列車の接近を認識していなかった可能性、又は、列車の接近に気付いて慌てて本件農機を

操作した可能性があると考えられるが、本件通行者が本件踏切で停滞していた理由については、本

件通行者が死亡しているため明らかにすることはできなかった。 

(3) 本件運転士の運転取扱いに関する分析 

2.1(2)に記述したように、本件運転士が本件農機をはじめて認めたのは本件踏切の約１５０ｍ手

前であり、そのときの本件列車の速度は約８０km/hであったことから、本件通行者との衝突を回避

することはできなかったものと考えられる。 

(4) 事故後の措置に関する分析 

2.7(4)に記述したように、運転実施基準には、列車が事故等のために停止し、運転士がやむを得

ず運転席を離れるときは、“ブレーキ弁ハンドルを抜き取ったあと携帯し、必要に応じて手歯止め

等の転動防止の手配をすること”と定められているが、2.1(2)に記述したように、本件運転士は事

故後に運転席を離れる際に、ブレーキ弁ハンドルを非常位置にしたままで、抜き取らなかった。ま

た、手歯止め等の転動防止手配を行っていなかった。 

事故等のため停止後の併発事故を防止することが重要であることから、同社は、運転士に対し、

事故等が発生した際における転動防止手配の必要性について教育訓練の充実を図ることが望まし

い。 

(5) 本件踏切の安全性向上等に関する分析 

踏切遮断機及び踏切警報機が設けられていない第４種踏切道は、廃止又は踏切保安設備を整備す

べきものである。本件踏切に関しては、2.7(3)に記述したように、廃止又は踏切保安設備の整備に

関する具体的な協議は行われていなかった。このことから、鉄道事業者、仙北市、地域住民等の関

係者は、本件踏切の廃止又は踏切保安設備の整備に向けた協議を進め、早期に方針を定めて、具体

的な取組を実施することが必要であると考えられる。また、線路と桧木内川の間には、本件踏切と

隣接踏切を接続する道路がないことから、踏切を廃止する場合には迂回路の整備等についても検討

する必要があると考えられる。 

さらに、そのような措置を講じるまでの間については、気笛吹鳴により踏切通行者への注意喚起

を図ること等の対策を検討することが望ましい。 

 

４ 原因 

本事故は、踏切遮断機及び踏切警報機が設けられていない第４種踏切道である鎌足踏切道に列車が

接近している状況において、農業機械に乗った通行者が同踏切道に停滞していたため、列車と衝突し

たことにより発生したものと推定される。 

列車が接近している状況において、同通行者が同踏切道に停滞していた理由については、同通行者

が死亡しているため明らかにすることはできなかった。 

 

５ 再発防止のために望まれる事項 

踏切遮断機及び踏切警報機が設けられていない第４種踏切道は、廃止又は踏切保安設備を整備すべ

きものである。鉄道事業者、仙北市、地域住民等の関係者は、本件踏切の廃止又は踏切保安設備の整備

に向けた協議を進め、早期に方針を定めて、具体的な取組を実施することが必要であると考えられる。 

 

６ 事故後に講じられた措置 

(1) 同社が講じた措置は、次のとおりである。 

① 令和元年６月１３日、本件踏切の敷板の縁端部及び注意柵を塗装した。また、本件踏切から

羽後長戸呂駅方の（通行者の）列車見通しを確保するために本件踏切周辺の草刈りを実施した。
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さらに、同年６月１９日に、踏切警標（クロスマーク）を設置した。（図９ 参照） 

② 令和元年９月３０日、本件踏切について、上り列車及び下り列車に対する気笛吹鳴標識を設

置した。 

③ 本件踏切周辺の地域住民を対象に、仙北市を通じて注意喚起を促すチラシ等を配布すること

とした。 

④ 令和元年７月、運転士に対して、踏切事故が発生した場合の運転士の取扱い（列車防護、転

動防止措置など）について、周知徹底した。 

(2) 仙北市が講じた措置は、次のとおりである。 

① 踏切の使用頻度が高まる春、秋の農繁期に仙北市広報紙により注意喚起することとした（令

和元年１０月１６日広報紙に掲載）。 

② 注意喚起の啓発活動と併せて地域住民に、第４種踏切道の第１種化や廃止等の要望について

ヒアリングを実施することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 同社による安全対策実施状況 

 


